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今年度の活動
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【消費者庁と県の連携】
消費者庁から県に対する後方支援
（助言、協力、情報提供等）

【県と市町村の連携】
県のリーダーシップによる市町村への支援
①担当課を決定（徳島県は消費者行政担当課）
②県から市町村幹部に対し、通報・相談窓口
の整備の必要性を丁寧に説明

③県が具体的な整備・運用の方法を提示
（要綱の雛形の提供等）
④県から他の地方公共団体の運用実績や事例等
を情報提供（市町村の負担感を軽減）

【市町村における取組】
市町村幹部のコミットメントによる着実な取組
①窓口担当課を決定
②通報・相談窓口の内部規程を作成
③通報・相談窓口の設置を周知、制度を運用

地方公共団体との連携：【徳島県】これまでの経緯

徳島における国・県・市町村の密接な連携
による取組の推進

徳島県

市町村
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研修の実施①：【徳島県】窓口担当者向け研修への協力

市町村の窓口担当者向け研修会において、有識者による
講演を行うとともに戦略本部職員による講演も実施。
戦略本部からは、他の地方公共団体の事例等も紹介しながら、
窓口を運用いただくにあたっての注意点等を解説。

有識者やオフィス職員による講演
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研修の実施②：【徳島県】職員向け eラーニングの作成への協力

今年度は、外部の労働者等からの通報を受けた行政機関の
対応をテーマにした第３弾となる教材の作成に協力。
過去実施分の教材については、他の地方公共団体へも提供。
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研修の実施③：徳島大学講義

徳島大学において、大学生に対し公益通報者保護制度を説明。
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講義で使用した資料



法改正を踏まえた今後の取組
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ADRの利用促進に向けた取組の検討

 公益通報者が不利益取扱いを受けた際、裁判による被害回復を図ることが主とな
り、負担が重い

 通報者への救済の充実を図る必要がある

 不利益取扱いに対する各種制度の案内・周知
 公益通報に関する紛争事例等を収集・分析し、事例研究

 不利益取扱いについてADRの利用を促進することで、不利益取扱いを受けた公益
通報者の救済の充実を図り、公益通報者の実情実態や希望に応じた手段の選択を
可能とする

ヒアリング等により取組内容・方法を検討中。

７

問題意識・課題

実施を検討する取組

成果イメージ


